
 
 

 
 

インド国  
ヒマーチャル・プラデシュ州  
作物多様化推進プロジェクト  

 
 

中間レビュー調査報告書  
 

 
 
 

平成 2 5 年 11 月  

（2 0 1 3 年）  

 

独立行政法人 国際協力機構  

インド事務所  
 
 
 

インド国  

ヒマーチャル・プラデシュ州農業局  

イド事

JR
18-001



ii 
 

目次 

 

プロジェクトの位置図 

略語一覧 

評価調査結果要約票 

 

第１章 案件及び中間評価の概要  ........................................................................................ 1 

1-1  案件の概要  ..................................................................................................... 1 

1-2 中間評価の概要  .............................................................................................. 2 

第 2 章 評価の方法  ............................................................................................................. 4 

2-1 調査の流れ  ..................................................................................................... 4 

2-2 調査項目  ......................................................................................................... 4 

2-3 情報収集・入手手段  ....................................................................................... 5 

2-4 PDMのレビュー  .............................................................................................. 5 

第 3 章 プロジェクトの実績と実施プロセス  ...................................................................... 9 

3-1 投入の実績  ..................................................................................................... 9 

3-2 成果の達成状況  ............................................................................................. 11 

3-3 プロジェクト目標の達成状況  ...................................................................... 19 

3-4 上位目標の達成見込み  ................................................................................. 20 

3-5 実施プロセス  ............................................................................................... 20 

第 4 章 5 項目評価による評価結果  ................................................................................... 22 

4-1 妥当性  .......................................................................................................... 22 

4-2 有効性  .......................................................................................................... 22 

4-3 効率性  .......................................................................................................... 23 

4-4 インパクト  ................................................................................................... 24 

4-5 持続性  .......................................................................................................... 25 

4-6 結論  .............................................................................................................. 26 

第 5 章 提言  ...................................................................................................................... 27 

 

 

別添資料 

1. 合同評価報告書 



iii 
 

プロジェクト位置図 

 

 

  

 



iv 
 

略語一覧 

 

 

 
Kanal Unit of Area, Approximately 400 m 2 カナル 
Kharif Southwest monsoon cropping season 

(June to September) 
夏作期 

KVK Krishi Vigyan Kendras (Agriculture 
Science Centers) 

農業技術研修センター 

KVA Krishak Vikaas Association (Water Users’ 
Association / Farmers' Group) 

農民組織 

Rabi Winter cropping season (October to May) 冬作期 
 

BPMU Block Project Management Unit 郡PMU 
CCA Culturable/Cultivable Command Area 栽培可能面積 
C/P Counterpart  ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ 
DOA Department of Agriculture of Himachal 

Pradesh State 
ﾋﾏｰﾁｬﾙ･ﾌﾟﾗﾃﾞｼｭ州農業局 

DPMU District Project Management Unit 県PMU 
HP Himachal Pradesh ﾋﾏｰﾁｬﾙ･ﾌﾟﾗﾃﾞｼｭ 
JCC Joint Coordinating Committee 合同調整委員会 
JICA Japan International Cooperation Agency 国際協力機構 
MM Man Month 人月 
PDCA Plan–Do–Check–Act  計画・実施・監視・改善 
PDM Project Design Matrix ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ﾏﾄﾘｯｸｽ 
PO Plan of Operation 活動計画表 
PMU Project Management Unit プロジェクト管理組織 
SAMETI State Agricultural Management & 

Extension Training Institute 
州立農業運営・普及研修機関 

SHG Self Help Group 自助グループ 
TCP Technical Cooperation Project 技術協力プロジェクト 
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評価調査結果要約表 
１. 案件の概要 
国名：インド 案件名：ヒマーチャル・プラデシュ州作物多様化

推進プロジェクト 
分野：農業・農村開発 援助形態：技術協力プロジェクト 
所轄部署：インド事務所 協力金額（評価時点）：約 63,000 万円 
 
 
協力期間 

(R/D): 2011 年 3 月から 2016
年 3 月 

先方関係機関：ヒマーチャル・プラデシュ州農業

局 
(延長):なし 日本側協力機関：日本工営株式会社、NTC イン

ターナショナル株式会社 
(F/U) :なし 他の関連協力：円借款事業「ヒマーチャル・プラ

デシュ州作物多様化推進事業」 
１-１ 協力の背景と概要 
 インドのヒマーチャル・プラデシュ州（Himachal Pradesh 州、以下、「HP 州」）はヒマ

ラヤ山脈の麓に位置し、多様な地形とともに、温帯から亜熱帯にわたる変化に富んだ気候

条件を有している。労働人口の約 7 割を占める農業従事者は、農地の保有規模 2ha 以下の

小農が 8 割を占め、灌漑普及率が低い（耕地面積の約 18%）ことから、天水に依存した穀

物生産がほとんどで、生産量も自家消費に足る程度である。HP 州は、一大消費地デリー

に近く、デリーでの野菜の端境期に各種の野菜の生産が可能であるという地域特性を有す

る。このため同地域の農村の生計向上には、自給的な穀物栽培を主体とした天水農業か

ら、灌漑施設の整備を含めた商品価値の高い野菜栽培を中心とした作物の多様化と付加価

値化が有効である。しかし、HP 州では長年にわたり、灌漑施設や流通関連施設のインフ

ラが未整備であり、各地区の特性に応じた営農体系や土地利用、農業開発のあり方が明確

にされておらず、HP 州政府による農家への技術普及やその他の営農支援サービスも不十

分であった。 
 HP 州政府では、特に作物多様化推進に係る人的資源や技術が不足しているとして、農

業普及体制強化に主眼をおいた技術協力「ヒマーチャル・プラデシュ州作物多様化推進プ

ロジェクト」（以下、本プロジェクト）及びその面的拡大を目的とした円借款事業を我が

国に要請した。 
 これらの要請を受け、JICA は本プロジェクトを有償勘定技術支援による附帯プロジェク

トと位置づけ、円借款事業の迅速化に資することを目的として実施することとした。 
 
１- ２ 協力内容 

 
（１）上位目標 
 対象地域における農家の生活の質が向上する。 
（２）プロジェクト目標 
 HP 州政府農業局（Department of Agriculture: DOA）がプロジェクト対象地域（5 県）

で作物多様化を推進するための仕組が構築される。 
（３）成果 
１）作物多様化推進のための DOA の事業計画策定と実施能力が向上する。  
２）作物多様化推進のための農業普及員に向けた研修システムが開発される。 
３）中核普及員の普及技術が向上する。  
４）パイロット地区における活動を通じて多様化推進モデルが開発される。 
（４）投入（評価時点） 

日本側：  
短期専門家派遣  計 12 人（101.46 人月）  
研修員受入    0 名 
機材供与     オフィス用事務機器を中心に約 240 万円程度の資機材を供与 
現地活動費    約 7,000 万円 
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インド側： 
カウンターパート HP 州 DOA 内に組織された円借款事業のプロジェクト管理組織 
         （Project Management Unit: PMU） 
その他        HP 州 DOA 内の施設や設備他      

２. 評価調査団の概要 
 調査者 日本側： 

 総括／団長：市口 知英（JICA インド事務所 次長） 
 協力企画 1：櫻井 如子（JICA インド事務所 所員） 
 協力企画 2：Subroto TALUKDAR（JICA インド事務所 所員） 
 評価分析：石橋 典子（IC ネット株式会社） 
インド側： 
 団員：Dr. V.K. Sharma（HP 州政府農業局（DOA）） 
 団員：Dr. D.V. Sharma（州立農業運営・普及研修機関（SAMETI）） 
 

調査期間 2013 年 10 月 18 日〜2013 年 11 月 1 日 評価種類：中間レビュー評価 
 

３.評価結果の概要 
３-１ 実績の確認 
（１）アウトプットの達成度 
１）成果 1：作物多様化推進のための DOA の事業計画策定と実施能力が向上する。 
 成果 1 は活動が進行中であり、2 つの指標は達成されていない。農業局には計画・実

施・監視・改善（Plan–Do–Check–Act: PDCA） サイクルの活用対象である作物多様化計

画が策定されていないため、プロジェクトではサブ・プロジェクトレベルに活動の対象を

変更している。また、同計画の策定や PDCA サイクルの活用による計画見直しにおける職

員の能力強化を進める予定である。一方、実施ガイドラインは、パイロットサイトにおけ

る多様化推進モデルの試行結果をもとに作成することが前提となっており、プロジェクト

の後半における活動内容に含まれている。実施ガイドラインはプロジェクト期間中に作成

されると思われるが、中間レビュー時点では指標の達成見込みを判断することはできない

ため、指標達成状況は終了時評価時に確認する必要がある。 
 

２）成果 2：作物多様化推進のための農業普及員に向けた研修システムが開発される。 
成果 2 の 2 つの指標は達成されている。研修カリキュラムと研修科目ごとの教材は、作

成済みである。このほか、中核普及職員向けに水管理/灌漑運営維持管理、野菜栽培/収穫

後処理、ジェンダーの 3 種類のマニュアルが作成されている。 
 
３）成果 3：中核普及員の普及技術が向上する。  

成果 3 の 2 つの指標は達成されたと判断される。5 県の中核普及職員は、円借款プロジ

ェクトの農家研修スケジュールに沿って農家研修を実施中である。同時に担当するサブ・

パイロットプロジェクト地区の農家の組織化や普及活動の一部を実施中である。ただし、

中核普及職員の実施した普及活動について、農家研修が灌漑施設建設前に実施されている

など、研修実施のタイミングの問題があることや、栽培技術や灌漑施設の設計や施工管理

等の経験や技術面の不足等の課題が指摘されている。また、農家研修を含む普及活動実施

後のフォローアップ等のモニタリングは、PMU によって実施されているとのことだがその

内容は明確ではなく、また本プロジェクトの専門家には共有されていないため、具体的な

普及活動の実施状況が把握されていない。従って、成果 3 が達成されたと断定するために

は、正確な情報収集・把握が必要である。 
 
４）成果 4：パイロット地区における活動を通じて多様化推進モデルが開発される。 

5 つの指標のうち 3 つは未達成であるが、3 つの自助グループ（Self Help Group: SHG）

が収入を得ている（指標 4-4）うえに、灌漑施設は適切に維持されていると判断される

（指標 4-5）。その他、現在のところ野菜栽培農家数や栽培面積が増加するなど良い兆候が
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確認されており、成果の達成に向けて順調に推移していると考えられる。 
一方で、パイロットサイトはプロジェクト開始時点では野菜栽培をする農家が存在せ

ず、また兼業農家が多い地区であり、当初想定していたよりも特殊性が高い状況である。

そのため、成果 4 の指標についてはラルリ地区の特殊性を考慮して適切なものに修正する

必要がある。 
（２）プロジェクト目標の達成見込み 

作物多様化モデルは現在策定中であること、灌漑施設の建設の遅延や円借款プロジェク

ト側の研修・普及スケジュールとの兼ね合いなどの外部要因により、指標は未達成であ

る。同様の理由で、プロジェクト終了時までの達成見込みを判断できない状況である。 
作物多様化モデルはパイロットサイトのラルリ地区での経験に基づき作成されるため、

現在策定中で他地域への応用可能な段階に至っていないこと、5 県のサブ・プロジェクト

における灌漑施設の建設遅延により、作物多様化に必須の水供給がされていないことか

ら、農家への普及サービスの提供は農家組織化と農家研修の一部に限られており、指標は

達成されていない。 
 このプロジェクト目標の示す多様化作物促進のための仕組みは、3 つの要素により構築

されていると理解されており、構成要素の 1 つ目は普及システムと作物多様化のための普

及を担う人員、2 つ目は PMU が策定すると思われる作物多様化計画（郡 PMU（Block 
Project Management Unit: BPMU）、県 PMU （District Project Management Unit: DPMU）

がサブ・プロジェクトごとに作成する作物多様化計画に基づいて作成されるもの）、3 つ目

は作物多様化ガイドラインである。パイロットサイトの経験を通じて策定する作物多様化

モデルは、同ガイドラインの作成の基礎となると理解される。 
プロジェクト目標の達成にあたっての前提条件は、作物多様化の主眼である野菜栽培に

必要な灌漑施設が 5 県 210 カ所で整備され、運営されていることである。そのうえで、農

業普及と灌漑施設の建設・維持管理面の技術サービスを農家に提供するための仕組みと人

材の育成を図るのが本プロジェクトの目指す成果の中核を成している。しかしながら、中

間レビュー時点においては 3 カ所のサブ・プロジェクトで灌漑施設の建設中であり、また

全体の建設スケジュールはこれから策定される段階であることから、プロジェクトの前提

条件がプロジェク期間中にどの程度充たされるのかについては現時点では明確でない。従

って、プロジェクト終了時までの同指標の達成見込みを判断できる状況にない。 
この他、中核普及員の育成における PMU の役割、特に州・県・ブロックレベルの各

PMU 間の役割分担、サブ・プロジェクト地区の活動では農家研修や野菜栽培等の農家指

導、農業普及活動のモニタリングとフィードバックの仕組みなどが明確ではなく、PMU の

人員はほぼ配置されているものの、プロジェクトの実施体制や運営には課題が残る。ま

た、同モデルの構成要素や定義に関する関係者の認識が共有されているとは言い難く、共

通認識の醸成を図る必要がある。 
 
３-２ 評価結果の要約 
（１）妥当性 

本プロジェクトの妥当性は高い。プロジェクトはインド政府と HP 州政府の政策や農業

普及職員のニーズと合致しており、日本政府の支援の方向性とも一致している。 
１）政策とターゲットグループのニーズとの整合性 

インド政府の第 12 次 5 カ年計画（2012-2017 年）の農業分野の項では、灌漑施設を含む

基礎的な支援の必要性を指摘している。また、昨今の野菜を含む園芸作物に対する国内需

要の高まりから、果菜類の生鮮品や加工品の需要が増加すると同時に、インド政府は高付

加価値作物の生産と作物の多様化に取り組んでいる。 
HP 州の第 12 次 5 カ年計画（2012-2017 年）は、その目的として次の 7 つの項目があ

る。①生産・生産性と農業収入の向上、②最新生産技術の提供、③収穫前後処理とマー

ケティングを含む農業収入の向上に向けた作物多様化、④持続的農業、⑤人材開発と農業

分野の成長に関する研究と開発支援、⑥農業関連セクター成長率 4.5％の達成、⑦技術開

発プログラムへの転換、が挙げられており、これら目標達成の戦略分野の 1 番目に高付加

価値商品作物への作物多様化、6 番目に農業普及の改革が挙げられている。HP 州農業局の
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2013 年の年間計画では、11 の優先分野が具体的に示され、天水地域の開発、ポリハウス

と小規模灌漑を利用した精密農業、有機農業、収穫後管理と効率的なマーケティングシス

テム、研究と農業普及、農産物加工と高付加価値化などが挙げられている。このうち、穀

類の耕作から商品作物への多様化と天水の貯留が強調されており、小規模灌漑を利用した

作物多様化モデルの構築を目指す本プロジェクトとの整合性は高い。 
HP 州の第 12 次計画に示された州の補助金対象プログラムには、普及活動と農家研修が

含まれ、農家に対する最新技術の伝達が農業局の主要な機能として言及されていることな

どから、中核普及員のニーズにも合致していると言える。 
２）日本政府の支援の方向性との一致 

2006 年の対インド国別支援計画では、経済成長の促進、貧困・環境問題の改善、人材育

成・交流の拡充を重点目標に挙げている。貧困・環境問題の改善の項目にある貧困問題へ

の対処の一環として、保健・衛生、地方開発、防災、観光開発などに対する支援の 4 つの

柱があり、農業生産性向上のための技術の普及を通じた住民所得の向上、集約的な灌漑施

設整備、市場に通じる道路や通信手段の改善などの必要性が述べられている。 
本プロジェクトは貧困・環境問題の重点目標に属する協力であり、日本の援助方針とも

整合性がある。 
 
（２）有効性 

現時点において、外的な要因等により本プロジェクトのプロジェクト目標達成見込み

を判断できる状況になく、有効性は中程度から低いと判断される。 
前述のとおりプロジェクト目標の指標は、作物多様化モデルがパイロットサイトで策

定中であり、対象 5 県で応用可能な段階に至っていないこと、灌漑施設の建設の遅延や

円借款プロジェクト側の研修・普及スケジュールとの兼ね合いなどの外部要因により、

未達成である。プロジェクト目標の達成との関連で成果の達成状況について述べれば、

ラルリ地区パイロットサイトでの作物多様化モデルの策定作業は順調に進捗しており、

研修分野の成果は達成されつつあるなど、成果の達成に向けた進展はある。しかし、同

モデルの完成はプロジェクトの後半となること、対象 5 県の灌漑水がない状態での普及

活動は農家研修とそのフォローアップにとどまり、普及サービスとしての効果に限界が

ある。灌漑水の利用開始時期が明確でないため、2015 年 12 月のプロジェクト終了まで

の 3 作付シーズンでは、何県で同モデルに基づく普及サービスが提供できるかが不明確

であるなど不確定な要素が多く、達成見込みの予測は困難である。 
各成果の達成に向けて明るい兆しがあるものの、PMU 側による活動のモニタリング体

制の確立や、モデルの内容や展開方法についての PMU 側の理解の深化には課題もみられ

る。まず 4 つの成果のうち 2 つ（研修カリキュラムと教材作成、中核普及員の研修）は

順調に推移しており、指標から見た達成度は高い。成果 4 のパイロットサイトでの作物

多様化モデルの策定作業も順調に推移しており、5 つの指標の 2 つは達成済みとなるな

ど指標達成状況から見ても、成果 4 の達成見込みは高いと思われる。しかしながら、プ

ロジェクト目標の達成には、灌漑用水の利用を前提とした野菜栽培に関する普及活動を

5 県で展開することが必要であり、そのためには、作物多様化モデルに含まれると思わ

れるサイトごとの作物多様化計画の策定とその達成状況のモニタリング体制が PMU に求

められると同時に、現在策定中のモデル開発の過程を理解したうえでモデルの展開がで

きる体制が必要である。 
プロジェクト目標の達成を阻害する可能性のある要因には、第一義的には円借款プロ

ジェクトの灌漑施設建設の遅延が挙げられる。この他、PMU による作物多様化モデルの

応用、今後作成予定のサイトごとの作物多様化年次計画の策定とそのモニタリング体制

の強化などの課題がみられる。そのため、研修分野、パイロットサイトでのモデル構築

の成果が達成される兆しはあるが、プロジェクト目標の達成には課題が残されている。 
 
（３）効率性 

本プロジェクトの効率性は中程度と判断される。 
１）成果の達成度 
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4 つの成果のうち、農業局の作物多様化推進事業計画の策定と実施能力の向上（成果

1）は達成見込みに不明確な点もあるが活動は進捗している。研修カリュキュラムと教材

の作成（成果 2）、中核普及員向けの研修実施（成果 3）の進捗が順調であり、成果 4 の

パイロットサイトにおける活動も、灌漑施設の建設の完了に 3 カ月の遅延があったもの

の、灌漑完成後の 1 年で野菜作付面積が増加し、複数の指標を達成していることから、

全体として本プロジェクト活動は順調に推移しており、この点では投入に見合った成果

を達成しつつあると言える。 
ただし、成果 1 では農業局レベルの作物多様化計画の不在により、サブ・プロジェク

トごとの作物多様化計画の策定に内容を変更して活動を進めており、州レベルの職員向

けの実施能力強化を図る段階にないこと、作物多様化に関する実施ガイドラインは、パ

イロットサイトにおける多様化推進モデルの試行結果をもとに作成することが前提であ

るため、プロジェクトの後半にその活用が見込まれることなどから、農業局や州 PMU の

能力強化には至っていない。パイロットサイトでのモデル策定の過程に州レベル職員が

関わっていないこともあり、本プロジェクトの肝である作物多様化モデルの展開をけん

引すべき担当者の明確化などを要する。従って、全ての成果達成には農業局や州 PMU が

本プロジェクトで策定するモデルの策定過程を学び、応用するための努力が必要であ

る。 
２）投入 
 日本側の専門家人材の投入は、量的にも投入のタイミングとしても概ね適切に行われ

た。活動経費も適切に支払われている他、コンピューターやプリンター等の事務機器の

調達は計画どおり行われ、これらの機材は特に問題もなく使用されている。 
パイロットサイトのラルリ地区（成果 4）における灌漑建設は、開始前に住民向け説

明会を行ったにもかかわらず、建設段階に用地の所有者らからの苦情への対応を迫られ

たこと、下請け建築業者の能力不足等により、工事契約より 3 カ月程度遅延した。工事

完了までの時間がかかったこと、野菜栽培を 1 シーズン逃す結果となった点は成果の達

成に大きく影響しなかったが、時間的予算的な負担が増えたことから、プロジェクトの

効率を下げるものである。従って、総合的にみて効率性は中程度と判断する。 
 ラルリ地区での野菜栽培には、担当する中核普及職員の経験不足がみられたが、専門

家が細やかな指導を行うことで、成果達成への影響は発生しなかった。 
 インド側の投入では、人材面では R/D に記載された 12 人のうち、中間レビュー時点

で 5 人の州レベルの C/P が配属された。しかし、技術移転対象の C/P としてではなく、

本プロジェクトの管理委員会のメンバーとして日本人専門家との連絡調整、プロジェク

トの進捗管理の確認などを担当している。モニタリング等は PMU の業務にも含まれるこ

とではあるが、実施状況に不明確な点もある。今後は PMU との調整を通じて、現場活動

のモニタリング、特に質的な面のモニタリング体制の整備を進める必要がある。予算措

置の側面では、本プロジェクトに対する経費等の金銭的な負担は行われていない。この

他、州都シムラの農業局内のプロジェクト事務所など施設の提供と、事務所の電気・水

道代等運営費を負担している。 
 
（４）インパクト 
 現時点において、上位目標の達成など明確な正のインパクトの発現は確認されていな

い。パイロットサイトの灌漑施設建設では、建設用地の土地所有者 1 人が訴え土地の提

供に関して裁判が継続しており、現在プロジェクトが対応中で農業局も経過のモニタリ

ングを行っている。 
１）上位目標達成の見込み 
 HP 州での作物多様化の促進という上位目標は、現時点で達成見込みは確認されていな

い。プロジェクト目標にある作物多様化を促進するメカニズムが整備されていないの

で、対象地域で作物多様化を進める段階に至っていないと理解される。指標については

野菜栽培への転換割合の具体的な数値がないため、中間レビューで 20％の目標値を設定

するよう提案する。 
２）正負のインパクト 
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 プロジェクト活動による明確な正の社会的経済的なインパクトは確認されていない。

負のインパクトとして、ラルリ地区パイロットサイトでは、灌漑施設建設用地の所有者

1 人が土地の提供に合意せず、裁判に発展し現在も裁判所による聞き取りが続いてい

る。本プロジェクトでは、灌漑施設建設計画についての住民向け説明会を実施し、灌漑

施設建設の目的やサイトプラン、建築スケジュールなどの説明を行った。農業局職員に

よると、HP 州では住民に灌漑施設建設の目的を説明したうえで、用地の提供を求める手

順となっており、ラルリ地区についても同様に用地取得を行ったとのことである。農業

局長によると、用地取得手続きには問題がなく、土地所有者との問題は PMU がその解決

を図るとのことである。従って、裁判の状況等は引き続きモニタリングが行われる見込

みであり、問題に対する対応は適切に行われている。 
 
（５）持続性 
 本プロジェクトの効果が持続する見込みは中程度である。 
１）政策的側面 

今後も大きな政策的な変更は見込まれていないこと、インド政府の第 12 次 5 カ年計

画、HP 州の第 12 次 5 カ年計画は 2017 年までであること、作物多様化は HP 州 5 カ年計

画において今期の目標として扱われており、政策的な持続性は高いと判断される。 
２）組織的・財政的側面 

組織面では、円借款プロジェクトの州・県・ブロックレベルの PMU が組織され、その

うち中核普及職員に対する能力強化やパイロットサイトにおけるモデル策定作業に取り

組んでいるが、PMU は農業局からの出向職員と外部雇用人材が約半数ずつで構成されて

いる。農業局自体は、今後も作物多様化を促進の担当部局であることに異論をはさむ余

地はないが、PMU の外部雇用人材が円借款事業終了後に農業局職員となる確証はなく、

従って、現時点において組織的な持続性は高いとは言えない。 
州レベルの農業局職員と州 PMU に在籍する職員が C/P であるものの、日本人専門家

と共に活動を行う体制にはない。そのため、各活動の技術移転対象とはなっておらず、

プロジェクトの効果を維持する仕組みや、責任の所在が不明確である。プロジェクト終

了後にもプロジェクトの効果の持続性を担保するため、本プロジェクトの技術や活動実

施方法などソフト面の成果を州・県・ブロックレベルの PMU がどう引き継ぐのか、とり

わけ州 PMU や農業局の役割を明確にする必要がある。 
財政面では、HP 側から本プロジェクトに対して直接的な予算措置はない。しかしなが

ら、農業局職員によると、本プロジェクトが実施している中核普及員向け研修と類似す

る研修は、州内の農業研修機関等が年 2 回程度実施していて、HP 州政府からの人材育成

に関する補助金等の予算措置があるとのことで、研修の実施に関する財政面の持続性は

あると判断される。農家向けの普及活動は円借款プロジェクトの負担事項となってい

る。 
３）技術的側面 
 本プロジェクトの州レベル C/P が技術移転の対象ではなく、中核普及員向けの研修は

研修講師と研修教材の作成を外部人材に頼り、パイロットサイトでの作物多様化モデル

作りを日本人専門家とプロジェクトスタッフが、担当のブロックレベルの中核普及員を

直接指導しながら実施していることから、技術面の持続性を担保する仕組みは脆弱であ

る。中核普及員の約半数は外部雇用であることに鑑みて、研修カリキュラムや教材の改

訂、研修講師群の育成など、農業局出向職員を中心とした指導者レベル職員の育成を検

討する必要がある。 
 作物多様化モデルを HP 州内のサブ・プロジェクト地区に展開するためには、モデル

の構築プロセスや、各活動の実施方法等を州・県・ブロックレベルの PMU が有機的に吸

収する仕組みが必要である。パイロットサイトへ訪問し、パイロットサイトのデモ農家

や SHG 等とのやり取りができる機会を増やすなどの対応が考えられる。 
 
３-５ 結論 
 上述のとおり、本プロジェクトは期待される成果の一部を達成している。特に、研修シ
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ステムやパイロットサイトにおける活動は、作物多様化のモデル確立に向けて明るい兆し

を見せており、本プロジェクトは成果達成に向けて順調に進捗している。しかし、本プロ

ジェクトの組織体制には改善の余地がある。具体的には、PMU や円借款プロジェクトとの

調整により注力するとともに、本プロジェクトで得た知見・経験を PMU が組織として吸

収・定着させるためのより体系的なメカニズムを確立する必要がある。こうした取り組み

を行うことで、本プロジェクト終了までには、期待される成果及びプロジェクト目標を達

成することが可能になると考えられる。 
 
３-６ 提言 

上記の内容を踏まえ、調査団からは、PDM の改訂および今後のプロジェクト運営に関し

以下の内容を提言した。 
• 専門家と C/P との間で月例ミーティングを正式に開催して、情報交換を行う。 
• Annual Plan of Diversification Plan の構築、実施、モニタリング、評価のメカニズ

ムが現時点で存在しないため今後専門家と C/P とで協力して作り上げる。 
• 作物多様化ガイドラインを州政府により正式に承認・通知する。 
• C/P の中で Master Trainer を特定し、研修に継続して参加させる。Master Trainer は

農業局からの出向者の中から特定する。 
• Community Motivator は必要な業務を遂行するのに十分な経験と能力をもつ人を選

定する。 
• 「作物多様化モデル」の構成要素と内容について C/P と専門家で特定する。 
• SHG の持続可能性を担保するため、簡単なビジネスプランの作成に専門家がサポ

ートをする。 
• 専門家が実施する研修の中で、低価格の保存技術について追加することを検討する 
• 実施中の 2 箇所の円借款のプロジェクトサイトの経験を活かして、C/P の作物多様

化計画の作成に専門家がサポートする必要がある。作物多様化計画は灌漑施設建設

時にサブ・プロジェクトごと作成する。 
• 円借款のサブ・プロジェクトの進捗およびニーズにあわせて、柔軟に研修計画を設

定する。 
• 既存の詳細事業計画（Detail Project Reports）は土木工事に焦点が当てられている

が、作物多様化計画も土木工事の計画時点で同時に作成する。 
• サブ・プロジェクト地域の啓蒙活動のために、円借款では information, Education, 

and Communication のコンポーネントがある。C/P と円借款コンサルタントは専門

家のラルリでの経験をもとに本活動を実施する。 
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第１章 案件及び中間評価の概要 
 
1-1 案件の概要 
 インドのヒマーチャル・プラデシュ州（Himachal Pradesh 州。以下、「HP 州」という。）はヒ

マラヤ山脈の麓に位置し、多様な地形とともに、温帯から亜熱帯にわたる変化に富んだ気候条

件を有している。労働人口の約 7 割を占める農業従事者は、農地の保有規模 2ha 以下の小農が

8 割を占め、灌漑普及率が低い（耕地面積の約 18%）ことから、天水に依存した穀物生産が中

心で、生産量も自家消費に足る程度となっている（出典：HP 州第 12 次 5 カ年計画 2012-17 年

度）。 
 他方、HP 州は、一大消費地デリーに近く、上記気候条件によりデリーでの野菜の端境期に

各種の野菜の生産が可能であるという地域特性を有する。このため同地域の農村の生計向上に

は、現状の自給的な穀物栽培を主体とした天水農業から転換し、灌漑施設の整備を含めた商品

価値の高い野菜栽培（トマト、エンドウマメ、カリフラワー等）を中心とした作物の多様化と

付加価値化を進めることが、狭小かつ分散した農地を有する HP 州農家にとって有効である。 
 しかし、HP 州では、灌漑施設や流通関連施設のインフラが未整備であることが、野菜等の

高付加価値作物の安定的生産とその流通にとっての課題となっていた。また、各地区の特性に

応じた営農体系や土地利用、農業開発のあり方が明確でなく、多様な気象条件を活用し、その

ポテンシャルを活かすことができていなかった。加えて、野菜栽培に係る農家の技術力が不十

分であり、HP 州政府や民間による農家への支援体制（技術普及やその他の営農支援サービス）

も十分でないことが、農家の地域特性に応じた野菜栽培の促進における課題であった。 
 このような状況を改善すべく HP 州政府は、作物多様化に主眼をおいた農村開発戦略の明確

化を目的として、開発調査「ヒマーチャル・プラデシュ州作物多様化総合開発調査」を我が国

政府に要請し、JICA はこれを 2009 年 3 月まで実施した。同調査により、農業生態ゾーン毎の

営農体系の類型化や、消費地及び生産者のニーズを十分に考慮した、地域毎の農業開発計画が

策定された。その後、HP 州政府では、この計画の実現について、特に作物多様化推進に係る

人的資源や技術が不足しているとして、特に農業普及体制支援による関係者の能力強化及び小

規模灌漑システムの整備を含めたパイロット圃場設置を通じた、作物多様化モデルの構築を主

眼とした技術協力「ヒマーチャル・プラデシュ州作物多様化推進プロジェクト（以下、「本プ

ロジェクト」という。）」及びその面的拡大を目的とした「ヒマーチャル・プラデシュ州作物多

様化推進事業（以下、「円借款事業」という。）」を我が国に要請した。 
 これらの要請を受け、2011 年 2 月より JICA は対象 5 県の約 210 のコミュニティにおいて、

小規模灌漑施設及びアクセス農道の整備、野菜栽培や農産物加工・販売や灌漑施設維持管理等

の研修を通じて、作物多様化を推進するための円借款事業を実施するとともに、円借款事業の

円滑な実施に向けた人材育成及び作物多様化のモデルづくりを行い、円借款事業の迅速化に資

することを目的として 2011 年 2 月から 2016 年 3 月までの予定で本プロジェクトを実施中であ

る。 
 
1-1-1 案件名 
 ヒマーチャル・プラデシュ州作物多様化推進プロジェクト 
 
1-1-2 実施機関 
 ヒマーチャル・プラデシュ州農業局 
 
1-1-3 協力期間 
 2011 年 3 月～2016 年 3 月（5 年間） 
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1-1-4 対象地域 
 ヒマーチャル・プラデシュ州 
 
1-1-5 ターゲットグループ 
 農業局の中核普及員 
 
1-1-6 上位目標 
 対象地域における農家の生活の質が向上する。 
 
1-1-7 プロジェクト目標 
 HP 州政府農業局（DOA）がプロジェクト対象地域（5 県）で作物多様化を推進するための

仕組が構築される。 
 
1-1-8 成 果 

(1) 作物多様化推進のための DOA の事業計画策定と実施能力が向上する。  
(2) 作物多様化推進のための農業普及員に向けた研修システムが開発される。 
(3) 中核普及員の普及技術が向上する。  
(4) パイロット地区における活動を通じて多様化推進モデルが開発される。 

 
1-2 中間評価の概要 
 
1-2-1 調査団の構成 
(1) 日本側 

氏名 担当 所属 
市口 知英 総括／団長 

 
JICAインド事務所 次長 

櫻井 如子 協力企画 1 JICAインド事務所 所員 

Subroto TALUKDAR 協力企画 2 JICAインド事務所 所員 

石橋 典子 評価分析 ICネット株式会社 

 
(2) インド側 

氏名 担当 所属 
Dr. V.K. Sharma 団員 

 
HP 州政府農業局（DOA） 

Dr. D.V. Sharma 団員 州立農業運営・普及研修機関（State Agricultural 
Management & Extension Training Institute: 
SAMETI） 

 
1-2-2 業務分担 
(1) 総括／団長  

• 調査団を代表するとともに調査の総括責任者として調査の取りまとめを行い、業務の
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円滑な推進を図る。 
• 本調査の目的、調査範囲等について、調査団を代表して HP 州関係者に説明するとと

もに、各種会議及び合同評価委員会においては、調査団を代表して説明・協議を行う。 
• 計画段階から現時点までのプロジェクトの実施状況を総合的に調査・評価し、HP 州側

評価チームと協議のうえ、その結果を合同評価レポートにまとめる。 
• 国内関係省庁等に対して調査結果を取りまとめて概要を報告するとともに、同調査報

告書を作成する。 
(2) 協力企画 1/協力企画 2 

• 調査団の調整役として、調査及び協議を効率的、効果的に実施するため、各団員の業

務を調整する。 
• 既存のプロジェクト資料等を基に、プロジェクト運営管理の視点（要因の配置、予算、

機材維持管理状態等）から、調査が必要な事項をまとめる。 
• 既存のプロジェクト資料等を基に、対処方針（案）を作成する。 
• プロジェクト運営管理の視点から現状調査を行い、活動実績について確認・評価し、

HP 州側評価チームと協議のうえ、結果を合同評価レポートに取りまとめるとともに、

今後の協力方針につき検討・提案を行う。 
(3) 評価分析 

• 既存の文献・報告書等関連資料・情報をレビューし、プロジェクトの実績、実施プロ

セスを整理・分析する。また、合同評価に先立ち HP 州を訪問し、プロジェクトの実

績・成果に係る情報・データ収集を行い、整理・分析する。 
• 既存の PDM に基づき、プロジェクトの活動実績、実施プロセス及び評価 5 項目ごとの

調査項目とデータ収集方法、調査方法等を検討し、「評価グリッド」を作成する。 
• 評価グリッドに基づき、HP 州国実施機関関係者、専門家、カウンターパート等から必

要な情報を収集し、プロジェクト実績の貢献・阻害要因を抽出する。 
• 文献調査及び協議・調査で得られた結果を総合的に判断し、他団員とともに評価 5 項

目の観点から評価を行うとともにプロジェクト後半に向けた提言を行い、HP 州側評価

チームと協議のうえ、合同評価レポートに取りまとめる。 
• 日本側・HP 州側で合意される今後の方向性に従い、他団員の協力を得ながら PDM、

活動計画表（Plan of Operation: PO）改定案等を取りまとめる。 
• 帰国後、国内関係省庁等に対して調査結果を報告するとともに、他の団員の協力を得

て調査報告書を作成する。 
 
1-2-3 調査日程 
 調査期間は 2013 年 10 月 18 日～11 月 1 日（うち、10 月 18 日～23 日は石橋団員による先行

調査）。 
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第 2 章 評価の方法 
2-1 調査の流れ 
 本中間レビューは「新JICA事業評価ガイドライン第 1 版」に基づき実施した。評価の基にな

るプロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix: PDM）は、2010 年 10 月に

署名された協議議事録に添付されたPDMとした1。 
また、中間レビューの現地調査開始前に、プロジェクトの詳細計画報告書、業務進捗報告書

等に基づき、評価方針を作成した。また、活動の実施状況や指標による成果の達成状況、実施

プロセスに関する質問票を作成し、事前に配布した。日本側、インド側のメンバーで構成され

る合同評価調査団は、これまでの活動記録の確認、プロジェクト関係者への質問票調査及び聞

き取り調査、本プロジェクトのパイロットサイト等の視察を行い、情報を収集・分析し、合同

評価報告書案を作成した。評価結果の要約はカウンターパート（Counterpart: C/P）との協議を

経て、別添の合同評価報告書として取りまとめた。 
 
2-2 調査項目 
2-2-1 プロジェクト実績の確認 
 PDM の計画に沿ってプロジェクトの投入と活動実施の内容を確認し、プロジェクトの成

果と、プロジェクト目標の達成状況を指標に基づき検証する。 
 
2-2-2 実施プロセス 
 プロジェクトの実施過程や実施状況を分析するもので、計画通り活動が進捗しているか、

プロジェクト活動のモニタリングや関係者間のコミュニケーションが円滑に行われているか

等、プロジェクト管理の視点から分析を行う。 
 
2-2-3 評価 5 項目 
レビューは以下の評価 5 項目の観点から行った。 

 
(1) 妥当性：プロジェクト目標や上位目標等、プロジェクトの目指している効果が、レビュ

ー時点において相手国政府の開発政策や、日本の援助方針と整合性はあるか、受益者の

ニーズに合致しているか、プロジェクトの戦略や方法の妥当性等を評価する。 
(2) 有効性（予測）：プロジェクト目標達成の見込みはあるか、プロジェクト目標に対しアウ

トプットは適切か、プロジェクト目標の達成の貢献・阻害要因はあるか等を評価する。 
(3) 効率性：投入に見合ったアウトプットが産出されているか、活動実施や投入の時期、質、

量等により、成果にどう影響を与えたか、投入に過不足はなかったか等を評価する。 
(4) インパクト：プロジェクト実施によりもたらされる、より長期的、間接的効果や波及効

果をみるものであり、プロジェクトの上位目標を達成する見込みはあるか、プロジェク

ト計画時に予期された、あるいは予期されなかった正負の効果の発現はあるか（予測さ

れるか）、負の効果がある場合、それに対する対策は講じられているかを評価する。 
(5) 持続性（見込み）：協力終了後も、相手国側によりプロジェクトで発言した効果が持続す

る見込みがあるかを組織制度面、財政面、及び技術面から評価する。 
 

                                                 
1
 本プロジェクトの業務進捗報告書（第 2 年次）の添付資料 2 には、一部内容の修正された PDM がある。

しかし、プロジェクトの開始以来 PDM の改定は行っていないこと、農業局と合意済みの PDM は討議議事録

に添付されたもののみであるため、これを使用した。 
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2-3 情報収集・入手手段 
「2-1 調査の流れ」の項に上述したとおり、現地調査に先立ち活動の実施状況、指標からみ

た達成状況等に関する質問票を事前に配布した。現地調査では、視察や聞き取り調査時を通じ

て、実際の活動実施状況や指標の達成状況、実施プロセスに関する情報を確認した。この他、

農業局長を含む C/P との調査結果に関する協議でのやりとりを通じて、分析結果の検証を行っ

た。 
 
2-4 PDM のレビュー 
 現在の PDM を、指標を中心に見直しを行った。現状に合わせて修正する必要性について

は後述するが、中間レビュー結果の討議の場で PDM 修正案についても議論した。その結果、

下記のとおりに修正することとした。 
 

表 1 PDM の変更点一覧 

 変更前 変更後 修正理由等 

対
象
者 

Core Extension Officers of 
DOA 

Core Extension Officers 本プロジェクト活動の対象は、厳

密には農業局の普及職員というよ

り、農業局からの出向職員と外部

雇用者から成る円借款プロジェク

ト の プ ロ ジ ェ ク ト 管 理 組 織

（Project Management Unit: PMU）

であるため。 
 

脚
注 

The "core extension officers" 
includes SMS, ADO, AEO, 
SDSCO, AE, JE. 

削除 成果 1 にプロジェクト活動の対象

者について、内容の重複する脚注

を追記したため。 

版
と
日
付 

Ver. 00, Date: Mar. 2010 Ver. 01, Date: Oct. 2013 中間レビュー時の修正を反映させ

第 1 版とし、現時点の最終版とし

たため。 

 
 変更前 変更後 修正理由等 

上
位
目
標 

Crop diversification is 
promoted in the target area 
based on the advantageous 
climate conditions 

変更無し  

 指標(1) 
**% of total cultivated land in 
the target area is diversified to 
the vegetable. 

(1) 
20% of total cultivated land 
in the target area is 
diversified to the vegetable. 

農業局が目標とする作物多様化の

目標値である、耕作地の 20％と

いう数値を反映させた。 
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プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
目
標 

 変更無し  

成
果
１ 

成果1. DOA's capacity to plan 
and implement crop 
diversification is strengthened. 

DOA*1's capacity to plan and 
implement crop 
diversification is 
strengthened. 

対象者の項同様、脚注でプロジェ

クトの対象が PMU の中核普及職

員である点を補記した。 

 指標(1)-1 
Implementation Guideline for 
crop diversification is 
prepared. 

変更無し ― 

 指標(1)-2 
Annual PDCA cycle of crop 
diversification functions in 
DOA (i.e. Annual plan on crop 
diversification is formulated, 
monitored and evaluated) 

(1)-2 
Annual PDCA cycle of crop 
diversification functions in 
DOA*1 (i.e. Annual plan on 
crop diversification is 
formulated, monitored and 
evaluated) 

成果 2 の修正と揃え、脚注(*1)を
追記した。 

活
動 

1-3. Formulate annual plan on 
crop diversification 

1-3. Facilitate in the 
preparation of annual plan 
on crop diversification 
*PDMでは、名詞形の

Facilitationとなっている

が、活動であるので動詞

が適切である。 

農業局の年次作物多様化計画は作

成されていないため、円借款の灌

漑のサブ・プロジェクト地区毎の

年次作物多様化計画と活動を読み

替えている。 
従って、活動 1-3 の実施主体は中

核普及員となる。本プロジェクト

はその策定過程を支援する役割で

あるため、Facilitate が適切と判断

とした。 
 

成
果
２ 

成果2. Training system to 
promote crop 
diversification is 
developed. 

変更無し  
 指標(2)-1 

Training curriculum is 
prepared for each subject 
(group organizarion, 
vegetable cultivation, farm 
management, irrigation and 
water management, etc) 

(2)-1 
Training curriculum and 
materials are developed 
after revision in each subject. 

現行の指標であるカリキュラムと教材

の作成は、活動の言い換えであり、指

標として適切でないこと、プロジェク

ト後半の活動で改定作業を予定してい

るため、指標は改定後に最終版が完成

することを意図する内容に修正した。 
指標(2)-1 と(2)-2 はカリキュラムと教

材の違いだけで、改定を行うのは同様

であるため、2 つの指標を一つにまと

めた。 

 指標(2)-2 
Training materials are 
developed in each subject. 

(2)-1にまとめた。 
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成
果
３ 

成果3. Core extension 
officers for crop 
diversification are trained. 

3. The extension skill of the 
core extension officers is 
improved. 

中核普及職員向けの研修実施が成果で

はなく、研修を通じた普及技術が向上

することを意図していることを明確に

した。 

成
果
４ 

成果4. Crop diversification 
Model is developed and 
practiced in the Pilot area. 

変更無し  

 指標(4)-1 
80% of the farmers in the 
pilot area increase their 
vegetable production. 

(4)-1 
30% of the farmers/20% of 
CCA in the pilot 
area undertake vegetable 
cultivation. 

パイロットサイトのラルリ地区では、

兼業農家が多く、農業も副収入的なも

のである。 
従って、野菜栽培農家数の増加には、

灌漑水へのアクセス以外の条件（農業

労働者数や経費等）がある。この状況

を考慮し、農家の 3 割、または可耕作

面積の 2 割が野菜栽培に転換すること

で、野菜の増産を達成する。 
農家の 3 割としたのは、HP 州では新

しい農業技術をいち早く導入する農家

の割合は 3-4％、その次に技術を試験

的な導入を試みる農家群の割合は約

25％、近隣の人の成功後に導入する農

家群が約 35％とされ、プロジェクト

は第 2 群までを対象とするのが適当で

あることから、2 割とした。動詞は主

語に沿って undertake とした。 
 

 指標(4)-2 
80% of farmers in the pilot 
area can decide the 
cropping pattern by 
themselves with market 
information 

削除 上述したラルリ地区の状況では、栽培

パターンの変更は、市場情報以外の要

因があり、また収入の指標でも、市況

の変化に沿った栽培ができているかを

ある程度捉えられると判断し、削除し

た。 
 

 指標(4)-3 
80% of the farmers in the 
pilot area can increase their 
income by crop 
diversification. 

(4)-2 
30% of the farmers in the 
pilot area can increase their 
income by crop 
diversification. 

指標(4)-1 と同様の理由により、野菜栽

培を比較的早い段階で導入する農家群

までを対象とするため、3 割の農家と

した。また、指標番号を繰り上げた。 

 指標(4)-4 
SHG in the pilot area can 
increase their income by 
crop diversification. 

(4)-3 
SHGs in the pilot area can 
increase their income by crop 
diversification. 

パイロットサイトでは 3 つの自助グル

ープ（Self Help Group: SHG）が形成さ

れたため、複数形に修正した。指標の

番号を繰り上げた。 
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 指標(4)-5 
Irrigation facilities in the 
pilot area are properly 
maintained by farmers. 

(4)-4  指標番号を繰り上げた。 
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第 3 章 プロジェクトの実績と実施プロセス 
3-1 投入の実績 
3-1-1 日本側の投入 
(1) 日本人専門家派遣 

2013 年 10 月の中間レビュー時点で、下表の担当分野に 12 人（交代要員を含む）の専門家

がシャトル型2で派遣された。専門家の派遣見込み日数は、101.46 人月（MM、2014 年 4 月ま

での第 3 年次見込み）となっている。専門家の分野や派遣期間などは概ね適切だったが、総

括の交代が 2 回生じたことで農業局長らとの情報共有に多少の支障があった3。 
 

表 2 専門家の派遣分野 
 分野 
1 総括 
2 営農普及／流通 
3 水管理／灌漑施設運営維持管理 
4 野菜栽培／収穫後処理 
5 流通／業務調整 
6 ジェンダー／社会包摂／組織化 
7 設計／施工監理／円借款連携 
8 照査 
9 研修／業務調整 

（注）総括、営農普及、流通、施工監理は総括の交代により、現在の担当分野は総括／

流通、営農普及となっている。設計／施工監理も担当の専門家により円借款連携を兼ね

る。 
 
(2) プロジェクトの支出  

JICA 側のローカルコスト負担額は、6945 万 4000 円である（2013 年 9 月末現在）。 
 

表 3 プロジェクトの支出 
 内容  金額（千

円） 
1) ローカルコスト負担 総額 

 
49,834 

 （年度別内訳） 2011 24,610 
  2012 16,513 
  2013 8,711 
    

2) 灌漑建設（ラルリ地区） 総額 
 

19,620 

（注 1）金額は、JICA の精算用月次レートを為替レートとして算出。1 インドルピー=1.567
円（2013 年 10 月 JICA 精算用為替レート）。 
（注 2）機材供与費は含まない。 
 

                                                 
2
 長期専門家ではなく、短期間の渡航を複数回行い業務に従事する派遣形態。 

3
 農業局長のコメントより。 
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(3) 機材供与 
プロジェクト事務所用の事務機器や活動に用いた現地調達の機材は、主に 2011 年度に供

与しており、総額で 238 万 6000 円となっている。供与された機材のリストは、合同評価報

告書添付資料を参照のこと。 
表 4 機材供与に係る支出  

 内容  金額（千

円） 
1) 機材供与費 総額 

 
2,386 

 
 
3-1-2 インド側の投入 
(1) C/P 職員の配置 
プロジェクトには、R/Dに記載された州レベル4のDOA職員がC/Pとして当初 6 人配置され

た5。その後職員の退職や異動があり、ハミルプール県のPMUの職員を追加して、中間レビ

ュー時点で 5 人が配置されている。 
このうち、プロジェクトダイレクターの農業局長には交代がなかったが、プロジェクトマ

ネージャーはこれまで 3 人交代し、他の職員も異動により交代や欠員の補充がないケースが

みられた。また、ハミルプール県以外やブロックレベルのPMU職員はC/Pではなく、本プロ

ジェクトの直接受益者になる中核普及員6である。 
農業局長の発言や専門家からの聞き取りによれば、局長は本プロジェクトの C/P をフルタ

イムで配置することはできないと主張しており、その代わりに本プロジェクトの管理委員会

メンバーとして、専門家と月例会議や週 1 回の非公式な会議でプロジェクトの進捗状況を確

認することになっている。従って、C/P 職員は、本プロジェクトの研修や活動の連絡調整を

担当するが、技術移転を受ける職員は決められていない。 
 

表 5 中間レビュー時点の C/P 配置 
行政レベル 所属 

州レベル 農業局長（プロジェクトダイレクター） 
水土保全オフィサー補佐 
サブジェクト・マター・スペシャリスト 

県レベル ハミルプール県プロジェクトダイレクター 
ハミルプール県サブジェクト・マター・スペシャリスト 

ブロックレベル 該当なし 
 
本プロジェクトの研修対象となる PMU の職員は 76 人で、内訳は中核普及職員 37 人のほか

に、各サブ・プロジェクトの灌漑施設整備と水利組合向けの維持管理研修等の指導を行う土木

系職員が 39 人である。中核普及員は、PMU に配属された農業系のサブジェクト・マター・ス

ペシャリスト、農業開発オフィサー、農業普及オフィサー、土木系の水土保全オフィサーなど

                                                 
4 C/P 機関は、HP 州レベル、District（県）とその下の行政機構のある Block（ブロック）の 3 つのレベルに

分かれている。 
5 C/P は農業局長を除き、円借款プロジェクトの PMU に出向した農業局職員である。 
6
 中核普及員は、本プロジェクトの現場レベルの活動を担う農業系の職員を指し、中核普及員という肩書は

ない。 
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の農業局職員のほか、外部雇用の農業専門家や土木系の設計・建築などの担当者で構成される。 
行政レベルごとの人数は、州 2 人、県 21 人、ブロック 53 人となっている。とりわけブロッ

クレベル PMU では、農業分野 2 から 5 人、灌漑整備分野 2 から 4 人が配属されている。行政

レベルごとの配属人数の詳細は下表のとおりである。 
 

表 6 本プロジェクトの研修受講対象 PMU 職員 
 農業普 及分野 土木 分野  

行政レベル 農業局 
出向 

外部 
雇用 

農業局 
出向 

外部 
雇用 

合計 

州レベル - - 2 - 2 
県レベル* 4 5 4 8 21 
ブロックレベル** 14 14 9 16 53 

 18 19 15 24 76 
（出典）プロジェクト提供の「PMU の技術スタッフ（2013 年 9 月現在、オリジナルは英文）」

より抜粋。 
（注*）3 県のみ。パランプール（カングラ）、ハミルプール、マンディの県 PMU。 
（注**）8 ブロック、ハミルプール、ビラスプール、ウナ、マンディ、デラ、ヌルプール、

バイジャナートの郡 PMU （Block Project Management Unit: BPMU）。 
 
(2) プロジェクトに対する支出 
インド側の本プロジェクトに対する活動費の支出はない。また、本プロジェクトによる研

修を受講した中核普及員が、サブ・パイロット地区での灌漑建設や農家向けの活動を実施す

る費用は、円借款プロジェクトの負担事項である。 
 
3-2 成果の達成状況 
3-2-1) 活動の実施状況 
本技術協力プロジェクトは、対象 5 県において 210 カ所のサブ・プロジェクト地区で灌漑

施設整備を行う円借款プロジェクトである「ヒマーチャル・プラデシュ州作物多様化推進事

業」7と連携し、HP州における作物多様化を促進するための組織強化や、作物多様化推進の

ためのソフトコンポーネントの実施を担うプロジェクトである。本プロジェクトは、円借款

の対象地域と同じ 5 県において8、農業局の作物多様化促進事業の事業計画管理能力の向上

                                                 
7  

円借款プロジェクトは、2011 年 2 月から 2018 年 3 月までの 7 年間に、5 県を対象として、210 カ所で灌漑

施設の整備と、道路整備のインフラ開発、農家組織化や栽培技術指導等の農家向け支援、農業局と農業普及サ

ービスの強化などを行う協力である。210 のサブ・プロジェクト地区の分布と面積は、ビラスプール県 18
（313ha）、ハミルプール県 39（532ha）、カングラ県 56（1,352ha）、マンディ県 54（984ha）、ウナ県 43
（531ha）で、総面積 3,712ha となっている（円借款 HP 州作物多様化促進プロジェクトの Minutes of 
Discussion より）。灌漑建設は 3 つの優先度によりスケジュールが異なり、第 1 優先のサブ・プロジェクトは、

2013 年 10 月から 2015 年 9 月、第 2 バッチは 2014 年 8 月から 2016 年 7 月、第 3 バッチは 2015 年 7 月から

2017 年 9 月となっている。 
しかし、2013 年 10 月の本プロジェクトの中間レビュー時点においては、210 カ所の灌漑施設のうち、3 カ

所の建設が進行中である。また、2015 年の技術協力プロジェクトの終了までに完成の見込まれるサブ・プロ

ジェクト数は明確になっていない（2013 年 10 月現在）。 
8  本プロジェクトの対象地域は、PDM 上にも HP 州と記載されている。本プロジェクト詳細計画策定調査報

告書にあるとおり、本プロジェクトは 5 県に重点を置きつつ、研修についてはその他 7 県の農業普及職員も含

めることとしている。ただし、灌漑施設などのインフラ設備やフルパッケージでの活動支援は行わない。 
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（成果 1）を図りながら、パイロット地区での作物多様化推進モデルの構築（成果 4）を目

指す。さらに作物多様化推進に携わる農業普及員の能力強化のために、5 県の農業普及員に

対する研修システムの開発（成果 2）、中核普及職員向けの普及技術向上（成果 3）、を図る

ことにより、HP州農業局に作物多様化を推進するための仕組みを構築することをプロジェク

ト目標としている。 
中間レビューまでの間に、本プロジェクトのターゲットグループである中核普及職員が配

置され、中核普及員向け研修や、パイロットサイトのラルリ地区における活動が進捗してい

る。円借款プロジェクトの灌漑施設は、建設の遅延によりできていない状態の中で、中核普

及員は円借プロジェクトの農家研修スケジュールに沿って各サブ・プロジェクトでの農家向

け研修などを実施している。 
プロジェクトで実施した主要な活動内容の要約は下表のとおり。  

 
表 7  主要な活動実施内容 

 活動実績 
成果 1 作物多様化推進のための農業局の事業計画策定と実施能力が向上する 
 プロジェクト対象地区の 5 県とパイロット地区においてベースライン調査にあたる、

農家調査を行った（2011 年 11 月）。合計 168 戸に対しサンプリング調査を実施した

（活動 1-1）。 
 既存の作物多様化計画のレビューを実施した（活動 1-2）。 
 計画-実施-チェック-アクション（Plan-Do-Check-Action: PDCA）の運用に関する研修を

実施した。第 1 年次は農業局と PMU 職員を対象に、2 年次は PMU を対象に実施した

（活動 1-2）。3 年次は中核普及職員の能力開発の一環として、サイクル運用に関する研

修を実施した。 
 農業局レベルの作物多様化の年次計画については、プロジェクト開始当初に行ったレ

ビューの結果、農業局の作物多様化計画は策定されていないため、州レベルの計画に

代えて円借款による 210 カ所の灌漑サブ・プロジェクト地区を対象とした計画を策定

することとした。そのため、1 年次はパイロットサイトでの計画を策定した。従って、

成果 1 は農業局レベルの作物多様化計画に対し PDCA サイクルによる事業管理をする

能力の強化を目的としているが、現行の PDCA サイクルの研修は同計画の管理とは切

り離して実施されている。 
 

成果 2 作物多様化推進のための農業普及員に向けた研修システムが開発される 
 中核普及向け研修カリキュラムと研修教材が作成された。 
 プロジェクト開始当初に農業局の技術普及研修、教材等の整備状況と、技術普及研修

の実施計画を網羅する調査を行った（活動 2-1、2-2）。調査結果に基づき、2 年次に既

存の研修カリキュラムと教材の改訂・作成した（活動 2-3）。 
教材の改訂版は、州レベルの PMU があるハミルプール所在の農業局傘下の研修機関で

ある農業技術研修センター(Krishi Vigyan Kendra:KVK)の協力を得て作成した。 
 

改訂・開発された研修カリキュラム及び教材 
No. 研修カリキュラム  教材 

1  水管理/灌漑運営維持管理  水管理/灌漑運営維持管理の

ガイドライン 4 種類 
2  野菜栽培/収穫後処理  野菜栽培/収穫後処理のマニ
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ュアル等 13 種類 
3  ジェンダー  SHG のガイドライ 2 種類 

4  流通  マーケティング関連配布資

料 
5  灌漑施設建築  灌漑施設建築・維持管理 

（出典）プログレスレポート第 2 年次、聞き取結果に基づき調査団が作成 
 
成果 3 中核普及職員の普及技術が向上する 
 中核普及員はサブ・パイロットサイトにおいて、既に農家組織の形成、農家向け技術

研修を実施している。 
 1 年次に、水管理組合の組織化、施設整備の研修を実施し、2 年次には、水管理/灌漑施

設運営維持管理、栽培/収穫後処理、設計/施工監理、ジェンダー、流通の 5 つの分野の

研修を実施した。 
2013 年 3 月までに、対象 5 県の中核普及員に対する各種研修が 24 回実施された（活動

3-1）。中核普及職員は農家組織向けの研修と普及活動を実施中である。（活動 3-2）。 
実施済みの中核普及職員向け研修の種類と回数は下表のとおり。 

 中核普及職員向け研修実績（2011 年 3 月から 2013 年 3 月まで） 
（カングラ、ウナ、ハミルプール、ビラスプール、マンディの 5 県） 

研修内容と実施回数 
No. 研修内容 実施回数 

1 
 水管理/灌漑運営維持管理 
（実施回数のうち 1 回はラルリ地区訪問研

修） 

4 
 

2  野菜栽培/収穫後処理 11 
3  設計/施工監理 6 
4  PDCA サイクルワークショップ 1 
5  組織化の経験共有ワークショップ 1 
6  流通 1 
 合計 24 

（出典）プロジェクト提出の研修実績資料に基づき、調査団がとりまとめ。 
 

対象地域以外の職員向け研修 
No. 研修内容 実施回数 
1  設計/施工監理* 1 
2  水管理/灌漑運営維持管理* 2 
3  野菜栽培/収穫後処理* 2 

（出典）プロジェクト提出の研修実績資料に基づき、調査団がとりまとめ。 
（注*）対象地域の中核普及員向け研修時に、農業局の職員が参加した研修。 
 
成果 4 パイロット地区における活動を通じて多様化推進モデルが構築される 
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 2011 年 3 月からパイロットサイト（1 カ所）の選定作業を実施した。サイトの選定は 3
段階で行われ、2 段階目で候補となった 7 カ所の灌漑地区のうち、ポンプ灌漑が可能な

2 カ所を取り上げ、水源可能利用量、位置と道路事情等のアクセス、市場からの距離な

どを勘案して選定した。その後 2011 年 6 月の合同調整委員会（Joint Coordinating 
Committee: JCC）でサイトを決定した。 

 同サイトにおいて、水利組合、Self-Help Group: SHG）の組織化を図り、1 つの水利組

合と、3 つの SHG が形成された（活動 4-2）。順次これら農家組織向けの研修を実施し

た（活動 4-5）。パイロットサイトにおいて実施された農家研修は下表のとおりであ

る。 
 

パイロットサイトにおける水利組合・SHG 向け研修実績 
 研修内容 実施回数 
1  水管理/灌漑運営維持管理 17 
2  野菜栽培/収穫後処理（訪問研修を含む） 46 
3  設計/施工監理 4 
4  SHG 活動 27 
5  流通 3 
 合計 121 

（出典）プロジェクト提出の研修実績資料に基づき、調査団がとりまとめ。 
 
 2011 年 11 月から 2012 年 6 月までパイロットサイトの灌漑施設の建設を行い、同 9 月

にインフラ整備が完了した（2 年次）。灌漑の建設は当初 2011 年 11 月 3 日から 2012 年

3 月 3 日までの 4 カ月を予定していたが、工事業者の実施能力不足とこれに起因する追

加工事や工事作業の増加（60 日）、用地の所有者らによる苦情や工事停止（20 日間）

などにより 3 カ月遅延し、2012 年 6 月に完成した。 
 同サイトのポリハウス展示圃場 6 棟、露地栽培展示圃場を 8 カ所設置した（活動 4-

3）。2012 年乾期作はカリフラワー、ブロッコリー、キャベツ、マメ類、2013 年雨期作

は、ヒョウタン、ゴーヤ、キュウリ、トマト、ナス、オクラ、ダイズ、ヤマイモとな

っている。 

（出典）プロジェクト報告書やプロジェクト提供資料、専門家からの聞き取りをもとに作成。 
 
3-2-2) 成果の達成状況 
成果の達成状況は、以下に記載した関連の指標や情報により分析した。 

(1) 成果 1 
 

成果 1 作物多様化推進のための農業局の事業計画策定と実施能力が向

上する 
 

指標 1-1: 作物多様化に係る実施ガイドラインが策定される 
指標 1-2: 作物多様化の年次PDCA9サイクルが農業局で機能する 

 
 成果 1 は活動が進行中であり、2 つの指標は達成されていない。 

                                                 
9 Plan-Do-Check-Action の略。 
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農業局には PDCA サイクルの活用対象である作物多様化計画が策定されていないため、プ

ロジェクトではサブ・プロジェクトレベルに活動の対象を変更している。また、同計画を策定

や PDCA サイクルの活用による計画見直しにおける職員の能力強化を進める予定である。一

方、実施ガイドラインは、パイロットサイトにおける多様化推進モデルの試行結果をもとに作

成することが前提となっており、プロジェクトの後半における活動内容に含まれている。実施

ガイドラインはプロジェクト期間中に作成されると思われるが、中間レビュー時点では指標の

達成見込みを判断することはできないため、指標達成状況は終了時評価時に確認する必要があ

る。 
 
 指標 1-1 の指標は、パイロットサイトでの活動をもとに作成予定であり、活動が進行中であ

ることからまだ達成されていない。作物多様化の実施ガイドラインの当初案は 2013 年度末に

作成が予定されており10、最終版はプロジェクトの最終年度となる 2015 年に完成する予定で

ある。 
 
指標 1-2 に関連して、州レベル農業局からの出向を含む PMU 職員向けに PDCA サイクルの

研修を 1 年次に 1 回、2 年次には PMU を対象とした研修を 1 回実施済みである。しかし、農

業局には作物多様化計画が策定されていないため、PDCA サイクルによる局レベルの事業計画

の策定と見直しを行うことはできない。そのため、PDCA サイクル研修は、同計画の管理とは

切り離して実施されている。従って、PDCA サイクルを活用した作物多様化年次計画の運営に

は至っていない。 
プロジェクトの後半に、プロジェクトでは中心的なサイトである 5 県の各サイトを対象に同

計画の策定支援、PDCA を活用した計画管理を実施する予定である。プロジェクトでは、パイ

ロットサイトレベルで活用可能な同計画のサンプル作りを進めており、円借款のサブ・プロジ

ェクト地区の一つでサンプルを試行中である。 
  
(2) 成果 2 
 

成果 2 作物多様化推進のための農業普及員に向けた研修システムが開

発される 
 

指標 2-1 作物多様化推進に係る科目毎の研修カリキュラムが策定される

（組織化、野菜栽培、農家経営、灌漑と水管理等） 
指標 2-2 研修科目ごとに教材が作成される 

 
成果 2 の 2 つの指標は以下のとおり達成されている。研修カリキュラムと研修科目ごとの教

材は、下記のとおり作成済みである。 
上記のほか、中核普及職員向けに水管理/灌漑運営維持管理、野菜栽培/収穫後処理、ジェン

ダーの 3 種類のマニュアルが作成されている。 
 

表 8 中核普及員向けの作成済み研修カリキュラム及び教材 
 研修カリキュラム 研修教材 

                                                 
10
 同ガイドラインについて、中間レビュー時点では内容案や枠組みは準備されていないが、中間レビューの

評価協議の際に農業局長より全サブ・プロジェクト地区で活用することを考えている旨発言があった（提言絡

みで、追加説明する）。 
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1 水管理/灌漑運営維持管理  水管理/灌漑運営維持管理の

ガイドライン 4 種類 
2 普及 ― 
3 野菜栽培/収穫後処理  野菜栽培/収穫後処理のマニ

ュアル等 13 種類 
4 ジェンダー/社会包摂  SHG のガイドライン 2 種類 
5 流通  マーケティング関連配布資料 
6 灌漑施設の設計・建設  灌漑施設建設・維持管理 

（出典）プログレスレポートと聞き取り結果より調査団とりまとめ。 
 
(3) 成果 3 
 

成果 3 作物多様化のための中核普及職員が育成される 
 

指標 3-1 研修を受けた普及職員の 80%が各種科目の農家研修を実施で

きる 
指標 3-2 研修を受けた普及職員の 50%が担当地区において普及活動を

開始できる 
 

2 つの指標は達成されたと判断される。5 県の中核普及職員は、円借款プロジェクトの農家

研修スケジュールに沿って農家研修を実施中である。同時に担当するサブ・パイロットプロジ

ェクト地区の農家の組織化や普及活動の一部を実施中である。ただし、中核普及職員の実施し

た普及活動について、農家研修が灌漑施設建設前に実施されているなど、研修実施のタイミン

グの問題があることや、栽培技術や灌漑施設の設計や施工管理等の経験や技術面の不足等の課

題が指摘されている11。また、農家研修を含む普及活動実施後のフォローアップ等のモニタリ

ングは、PMUによって実施されているとのことだがその内容は明確ではなく、また本プロジ

ェクトの専門家には共有されていないため、具体的な普及活動の実施状況が把握されていな

い12。従って、成果 3 が達成されたとは言えない。 
 指標 3-1 について、中間レビュー調査団が実施した下表の質問票調査によると、83％（23 人

中の 19 人）の中核普及員が農家研修を実施している、と回答した。5 県の中核普及員がこれ

までに実施した農家研修の種類は、水管理/灌漑運営維持管理、野菜栽培/収穫後処理、マーケ

ティングとなっている13。 
 

表 9 中核普及員からの回答結果* 
 （単位:人） 

 項目 はい いいえ 回答なし 「はい」の割合

（％） 

                                                 
11
 栽培技術の不足については、本プロジェクトの日本人専門家の質問票の回答から。設計・施工管理面の経

験・技術不足は、PMU 職員等からの聞き取りにより確認された。 
12
 ビラスプールのブロック PMU によれば、農家研修終了後には、農家からのフィードバックをとりつけ、

研修実施報告書に添付している。その後、この報告書はブロックレベル PMU から州レベル PMU に提出され

るが、県 PMU 及び州 PMU によるモニタリングとフィードバックの有無や、モニタリングの担当や責任の不

在が明確ではない。 
13
 質問票への回答結果より。 
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1 農家研修を実施するか 19 1 3 83％ 
2 職員数は足りているか 11 9 3 48％ 
3 職員の能力は十分か 17** 2 4 74％ 

（出典）中間レビュー調査団が実施した PMU 職員からの質問票回答の抜粋（n=23）。 
（注*）中核普及員の回答者は、県 PMU のハミルプール、マンディ、カングラから各 1 人（計

3 人）、BPMU ハミルプール 5 人、BPMU ビラスプール 4 人、BPMU マンディ 4 人、BPMU ウ

ナ 3 人、BPMUヌルプール 3 人、BPMUバイジャナート 1 人。 
（注**）BPMU のブロックマネージャー7 人のうち 3 人は「はい」と回答しているが、一方で

職員の知識・経験不足をコメント欄に指摘している点、留意する必要がある。 
 
 指標 3-2 では、中核普及職員は担当地区内のサブ・プロジェクトにおいて、農家の組織化等

の普及活動14を実施し、各サイトで水利組合とSHGを形成している。各ブロックのPMUには、

2～5 人の中核普及職員が配属されているため、農家組織化、農家研修などの普及活動を実施

した経験のない普及職員がいる可能性はあるものの、担当地区に存在する多数のサブ・プロジ

ェクトを数人で分担していることなどからほぼ全ての普及職員が普及活動に何らかの形で携わ

っているものと理解される。従って、この指標は達成していると判断する。 
 

(4) 成果 4 
成果 4 パイロット地区における活動を通じて多様化推進モデルが構

築・活用される。 
 

指標 4-1 パイロット地区の農家の 80%が野菜を増産する 
指標 4-2 パイロット地区の農家の 80%が市場情報によって栽培パター

ンを決定できる 
指標 4-3 パイロット地区の農家の 80%が作物多様化により農業粗収入

が向上する 
指標 4-4 パイロット地区の SHG が活動を通じて収入を増加する 
指標 4-5 パイロット地区の灌漑施設が農家により適切に維持される 

 
5 つの指標のうち 3 つは未達成であるが、3 つの SHG が収入を得ている（指標 4-4）うえに、

灌漑施設は後述のとおり適切に維持されていると判断される（指標 4-5）。その他、現在のとこ

ろ野菜栽培農家数や栽培面積が増加するなど良い兆候が確認されており、成果の達成に向けて

順調に推移していると考えられる。 
一方で、パイロットサイトは後述するようにプロジェクト開始時点では野菜栽培をする農家

が存在せず、また兼業農家が多い地区であり、当初想定していたよりも特殊性が高い状況であ

る。そのため、成果 4 の指標についてはラルリ地区の特殊性を考慮して適切なものに修正する

必要がある。本プロジェクト開始当初、パイロットサイトのラルリ村において野菜を栽培する

農家はいなかった。その後灌漑の維持管理を行う水利組合の形成時に、80 世帯以上の農家が

組合に加入した15。2012 年 9 月の灌漑施設の完成以降、中間レビューまでの 1 年余りの期間に、

                                                 
14
 農業局職員によると、HP 州における普及活動は農家研修、圃場でのデモンストレーション、訪問研修の

3 種類で構成される。 
15
 州レベルの農業局職員によると、HP 州における灌漑施設の水利組合のメンバーは、一般的には 20 人前後、

円借款プロジェクトサイトの一つ、バクロア地区のサイトでも 48 人とのことである。従って、パイロットサ

イトでは何らかの理由により、その 2 倍のメンバーが加入した計算である。 
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デモ農家を含む 10 世帯が野菜栽培を開始している。 
指標 4-1 は、野菜栽培を開始した 10 世帯16が該当する。ラルリ地区の農家は 18 世帯で、こ

のうち 10 世帯（55%）が野菜生産を行っているとのことである。中間レビューまでの作付結

果は、2012 年乾期作の野菜作付総面積は 2,285 ㎡、野菜生産量はカリフラワー1,050kg、ブロ

ッコリー18 kg、キャベツ 22kg、豆類 316 kg、となっている。2013 年雨期作は、野菜作付総面

積 13,590 ㎡、ヒョウタン（3,350 ㎡）、ゴーヤ（2,570 ㎡）、キュウリ（1,770 ㎡）、トマト（220
㎡）、ナス（1,080 ㎡）、オクラ（3,000 ㎡）、ダイズ（800 ㎡）、ヤマイモ（800 ㎡）である

（2013 年 9 月時点）。 
 

表 10 ラルリ地区の野菜作付面積 
 2012 年乾期作 2013 年雨期作 

作付面積 2,285 ㎡ 13,590 ㎡ 

ラルリ地区可耕地

28ha に対する割合 
0.8％ 4.9％ 

野菜種類 カリフラワー、 
ブロッコリー、 
キャベツ、豆類 

ヒョウタン、 
ゴーヤ、キュウ

リ、トマト、ナ

ス、 
オクラ、ダイズ、

ヤマイモ 
（出典）プロジェクト提供の進捗報告書要約版プレゼン資料より抜粋。 
 
指標 4-2 については、上記農家のうち市場の情報を活用した栽培パターンの変更をしている

世帯はまだないとのことであり、この指標は達成されていない。 
指標 4-3 は、10 世帯のうち 2012 年末に野菜を栽培した農家がわずかな金額ではあるが、収

入を得ている。具体的には世帯 A の収入は、254 ルピー、世帯 B が 85 ルピー、世帯 C が 154
ルピーである（第 2 年次進捗報告要約版プレゼンテーション資料を参照）。従って、指標の

80％には到達していない。 
指標 4-4 は達成されている。該当する SHG は 3 グループで、野菜栽培グループ（18 人）、野

菜の種苗生産グループ（12 人）、お茶や春雨等の食品加工グループ（13 人）がある。2012 年

乾期と 2013 年雨期の累計収入は、それぞれ 5,084 ルピー、5,806 ルピー、2,246 ルピーを得た。 
 

表 11 ラルリ地区の SHG の収入 
 （単位：インドルピー） 

 2012 年 
乾期 

2013 年 
雨期 合計 

野菜栽培グループ 
（名称：Shiv Shakti SHG） 

664 4,420* 5,084 

野菜種苗生産グループ 
（名称：Naman SHG） 

5,147 659 5,806 

                                                 
16
 ラルリ地区の農家世帯は数家族で構成されており、農業従事者は何人もいる。その他に、農業労働者を雇

用して耕作している。 
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食品加工グループ 
（名称：Bhole Shankar SHG） 

1,515 731 2,246 

（出典）プロジェクト提供の進捗報告書要約版プレゼン資料より抜粋。 
（注）収入は、粗利から原材料費を差し引いた金額で算出した。 
（注*）2 種類の野菜を作付けしたが、1 種類はまだ収穫が終わっていないため未計上。 
 
指標 4-5 は水利組合の担当者が、ポンプ運転の時間や流量計の数値などを全て記録簿に記し

ていること、灌漑水利費は利用時間に見合う料金が水利組合に支払われている17こと、現在ま

でに取水から配水までの施設に故障等がなく通常通り運営されていることなどの点から、適切

に維持されていると理解でき、指標は達成されていると判断される。 
 

3-3 プロジェクト目標の達成状況 
 

プロジェクト目標 HP 州農業局に作物多様化を推進するための仕組みが構築され

る 
 

指標 1 対象地域 5 県で作物多様化モデルに基づく普及計画に従った農

家への普及サービスが開始される 
 
作物多様化モデルは現在策定中であること、灌漑施設の建設の遅延や円借款プロジェクト側

の研修・普及スケジュールとの兼ね合いなどの外部要因により、指標は未達成である。同様の

理由で、プロジェクト終了時までの達成見込みを判断できない状況である。 
作物多様化モデルはパイロットサイトのラルリ地区での経験に基づき作成されるため、現在

策定中で他地域への応用可能な段階に至っていないこと、5 県のサブ・プロジェクトにおける

灌漑施設の建設遅延により、作物多様化に必須の水供給がされていないことから、農家への普

及サービスの提供は農家組織化と農家研修の一部に限られており、指標は達成されていない。 
 このプロジェクト目標の示す多様化作物促進のための仕組みは、3 つの要素により構築され

ていると理解されており、構成要素の 1 つ目は普及システムと作物多様化のための普及を担う

人員、2 つ目は PMUが策定すると思われる作物多様化計画（BPMU、県 PMU （District Project 
Management Unit: DPMU）がサブ・プロジェクトごとに作成する作物多様化計画に基づいて作

成されるもの）、3 つ目は作物多様化ガイドラインである。パイロットサイトの経験を通じて

策定する作物多様化モデルは、同ガイドラインの作成の基礎となると理解される。 
プロジェクト目標の達成にあたっての前提条件は、作物多様化の主眼である野菜栽培に必要

な灌漑施設が 5 県 210 カ所で整備され、運営されていることである。そのうえで、農業普及と

灌漑施設の建設・維持管理面の技術サービスを農家に提供するための仕組みと人材の育成を図

るのが本プロジェクトの目指す成果の中核を成している。しかしながら、中間レビュー時点に

おいては 3 カ所のサブ・プロジェクトで灌漑施設の建設中であり、また全体の建設スケジュー

ルはこれから策定される段階であることから、プロジェクトの前提条件がプロジェク期間中に

どの程度充たされるのかについては現時点では明確でない。従って、プロジェクト終了時まで

の同指標の達成見込みを判断できる状況にない。 
この他、中核普及員の育成におけるPMUの役割、特に州・県・ブロックレベルの各PMU間

                                                 
17
 ラルリ地区では灌漑用水を利用する前に 100 ルピー（約 2 時間分の利用料に相当）を水利組合に前払いし、

水の利用後に不足分の金額を精算する方法を採用した。インド側調査団メンバーや日本人専門家によると、

HP 州の他の灌漑施設では使用料金の不払いの問題が多いとのこと。 



20 
 

の役割分担、サブ・プロジェクト地区の活動では農家研修や野菜栽培等の農家指導、農業普及

活動のモニタリングとフィードバックの仕組みなどが明確ではなく、PMUの人員はほぼ配置

されているものの18、プロジェクトの実施体制や運営には課題が残る。また、同モデルの構成

要素や定義に関する関係者の認識が共有されているとは言い難く、共通認識の醸成を図る必要

がある。 
 
3-4 上位目標の達成見込み 
 

上位目標 対象地域において、気候条件の強みに基づく作物多様化が推進

される 
 

指標 対象地域の農地の○％が野菜栽培に転換される 
 
中間レビュー時点では、指標の数値が設定されていないことから指標の達成度を判断できる

状況にない。円借款プロジェクトによる対象地域の灌漑施設建設の遅れとともに、本プロジェ

クト終了時までの間に何カ所の灌漑施設整備が可能であるかなど、指標の達成可能性を推測す

るための情報が不足していること、HP 州に展開予定の作物多様化モデルも策定中の現時点に

おいて、対象地域への展開可能性を推測できる段階にはない。 
 
3-5 実施プロセス 
 本プロジェクトの活動は、ラルリ地区パイロットサイトにおける灌漑施設建設に遅延が見

られたものの、概ね計画どおりに PDM 上の活動をこなしており、活動の進捗状況は概ね良

好である。しかしながら、全ての成果の達成とプロジェクト目標の達成には、協力終了後に

プロジェクトの成果を引き継ぐ C/P 側の体制を整備すること、また PMU 側の現場レベルの

農家に対する活動内容をモニターする体制を機能させる必要がある。 
 
3-5-1 実施体制 
 プロジェクトでは中核普及員等向けの研修の実施、ラルリ地区パイロットサイトでの活動

の実施に必要な人員はいるが、実施過程での技術移転の対象者の不在等の課題が見られる。 
 中核普及職員向け研修の実施とパイロットサイトのモデル作りの過程に、州レベルの

C/P は関わっていないことから、PMU に対する技術移転の機会がない。同時に、PMU
の州、県、ブロックレベル間のモニタリング体制の強化の機会がない。 

 PMU 側の州からブロックまでの指揮命令系統は、マニュアルや各種研修関連資料を下

部組織に配布する際に使われているが、各サブ・プロジェクトの現場活動の強化に資す

る評価・フィードバックには活用されていない。 
 
3-5-2 プロジェクト管理 
日本人専門家と州レベルによるプロジェクト管理は、農業局長、農業局からPMUに出向中

のディビジョナル・エンジニア、サブジェクト・マター・スペシャリストなど州レベルC/P
数人で行われ、ほぼ毎週の非公式会議で進捗状況などを共有し、月 1 回程度のプロジェクト

                                                 
18
 円借款プロジェクトの PMU（州、県、ブロックレベル含む）には、中間レビュー時点で 89 人の職員が配

属されており、本プロジェクトが実施する研修受講対象者はこのうちの 76 人。農業局長の話によると、農業

局から PMU に配置すべき人数は不足しており、農業局の職員数の不足等により一部職員の配置ができない状

況である。また、89 人のうち 49 人は外部から雇用した期限付き職員である。 
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管理委員会と呼ばれる公式な会議19が開かれている。 
R/D に沿って合同調整委員会（Joint Coordinating Committee: JCC）が組織され、年 2 回程度

の会議で進捗状況や計画が共有されている。JCC の開催実績は下記のとおりである。 
 

第 1 回 JCC 2011 年 6 月 
第 2 回 JCC 2012 年 2 月 
第 3 回 JCC 2012 年 4 月 
第 4 回 JCC 2013 年 4 月 
第 5 回 JCC 2013 年 7 月 

 
一方、モニタリングでは、PMU 側のモニタリング体制や本プロジェクト専門家との情報

共有等に課題がみられる。 
ラルリ地区パイロットサイトのモニタリングは、日本人専門家とプロジェクトスタッフが

実施し、同サイトの水利組合や野菜栽培農家からのフィードバックは、直接専門家とプロジ

ェクトスタッフに伝達される。一方、サブ・プロジェクト地区でのモニタリングは、農家研

修の実施スケジュールや、灌漑施設建設スケジュールと同様に PMU の所管となっており、

中間レビュー調査期間中のブロック PMU 訪問では、農家研修の実施後に農家の理解度の確

認をしたうえで、研修実施報告書が作成されていること、同報告書が県 PMU を通じて州

PMU に提出されていることが確認された。 
研修報告書の提出を受け、県や州のレベルでどのような対応をしているのか明確ではなく、

普及活動の修正等へのフィードバックは行われていない。また、県 PMU の役割も不明確で

あり、これらの農家研修報告書や農家向けの普及活動の結果は本プロジェクトの専門家チー

ムに共有されていないなど、サブ・プロジェクト地区の活動に関する専門家チームとの情報

共有に課題がみられる 
 

3-5-3 コミュニケーションと技術移転 
 日本人専門家と農業局、州 PMU の幹部である C/P 間の情報共有は、非公式の会議の場で

ほぼ毎週、プロジェクト管理委員会では毎月という頻度で行われている。しかしながら、州

レベルの C/P に対する技術移転は行われていない。 
パイロットサイトのラルリ地区での活動は、日本人専門家やプロジェクトスタッフが実施

していること、農家研修等も同様であり、ラルリ地区では活動を通じて農家や担当のブロッ

クレベル中核普及職員に対し実地訓練や指導を行っている。 
 

3-5-4 実施プロセスに影響を及ぼす要因 
 パイロットサイトのラルリ地区での活動については、担当の中核普及員が日本人専門家の

指導を受けて、知識や各種農家研修の経験値を高めることが可能であるが、州 PMU では、

技術移転を受ける職員がいない。これにより、農業局が中心となって州内に展開する作物多

様化モデルを、組織としてまたは担当者レベルでどのように展開するのか、その体制と方法

が明確でなく、プロジェクト目標の達成や、協力の効果の持続性にも影響を及ぼす可能性が

ある。 
 

                                                 
19
 C/P として配置された職員と日本人専門家間の相互理解の促進を目的に、管理委員会と呼ばれる公式な会

議を開催している。 
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第 4 章 5 項目評価による評価結果 
4-1 妥当性 
本プロジェクトの妥当性は高い。プロジェクトはインド政府と HP 州政府の政策や農業普及

職員のニーズと合致しており、日本政府の支援の方向性とも一致している。 
 
4-1-1 政策とターゲットグループのニーズとの整合性 
インド政府の第 12 次 5 カ年計画（2012-2017 年）の農業分野の項では、灌漑施設を含む基礎

的な支援の必要性を指摘している。また、昨今の野菜を含む園芸作物に対する国内需要の高ま

りから、果菜類の生鮮品や加工品の需要が増加すると同時に、インド政府は高付加価値作物の

生産と作物の多様化に取り組んでいる。 
HP 州の第 12 次 5 カ年計画（2012-2017 年）は、その目的として次の 7 つの項目がある。①

生産・生産性と農業収入の向上、②最新生産技術の提供、③収穫前後処理とマーケティング

を含む農業収入の向上に向けた作物多様化、④持続的農業、⑤人材開発と農業分野の成長に

関する研究と開発支援、⑥農業関連セクター成長率 4.5％の達成、⑦技術開発プログラムへの

転換、が挙げられており、これら目標達成の戦略分野の 1 番目に高付加価値商品作物への作物

多様化、6 番目に農業普及の改革が挙げられている。HP 州農業局の 2013 年の年間計画では、

11 の優先分野が具体的に示され、天水地域の開発、ポリハウスと小規模灌漑を利用した精密

農業、有機農業、収穫後管理と効率的なマーケティングシステム、研究と農業普及、農産物加

工と高付加価値化などが挙げられている。このうち、穀類の耕作から商品作物への多様化と天

水の貯留が強調されており、小規模灌漑を利用した作物多様化モデルの構築を目指す本プロジ

ェクトとの整合性は高い。 
HP 州の第 12 次計画に示された州の補助金対象プログラムには、普及活動と農家研修が含ま

れ、農家に対する最新技術の伝達が農業局の主要な機能として言及されていることなどから、

中核普及員のニーズにも合致していると言える。 
 
4-1-2 日本政府の支援の方向性との一致 

2006 年の対インド国別支援計画では、経済成長の促進、貧困・環境問題の改善、人材育

成・交流の拡充を重点目標に挙げている。貧困・環境問題の改善の項目にある貧困問題への対

処の一環として、保健・衛生、地方開発、防災、観光開発などに対する支援の 4 つの柱があり、

農業生産性向上のための技術の普及を通じた住民所得の向上、集約的な灌漑施設整備、市場に

通じる道路や通信手段の改善などの必要性が述べられている。 
本プロジェクトは貧困・環境問題の重点目標に属する協力であり、日本の援助方針とも整合

性がある。 
 
4-2 有効性 
現時点において、外的な要因等により本プロジェクトのプロジェクト目標達成見込みを判

断できる状況になく、有効性は中程度から低いと判断される。 
前述のとおりプロジェクト目標の指標は、作物多様化モデルがパイロットサイトで策定中

であり、対象 5 県で応用可能な段階に至っていないこと、灌漑施設の建設の遅延20や円借款

                                                 
20
 農業局から灌漑施設の建築見込みに関する聴き取りでは、5 県 210 か所の灌漑建築サブ・プロジェクトの

うち、現在 2 か所が完成間近である.以外、建築予定が明確になっていなかった。当該建築は 3 段階の優先度

で建築準備を進めており、第 1 優先地区の建築は 1 年遅れであるものの、第 2、第 3 優先地区の建設は JICA
と合意したスケジュールに沿って実施する、とのことである。 
また、2013 年 11 月現在のスケジュールは、下記のとおりである（JICA インド事務所提供）。 
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プロジェクト側の研修・普及スケジュールとの兼ね合いなどの外部要因により、未達成であ

る。プロジェクト目標の達成との関連で成果の達成状況について述べれば、ラルリ地区パイ

ロットサイトでの作物多様化モデルの策定作業は順調に進捗しており、研修分野の成果は達

成されつつあるなど、成果の達成に向けた進展はある。しかし、同モデルの完成はプロジェ

クトの後半となること、対象 5 県の灌漑水がない状態での普及活動は農家研修とそのフォロ

ーアップにとどまり、普及サービスとしての効果に限界がある。灌漑水の利用開始時期が明

確でないため、2015 年 12 月のプロジェクト終了までの 3 作付シーズン21では、何県で同モデ

ルに基づく普及サービスが提供できるかが不明確であるなど不確定な要素が多く、達成見込

みの予測は困難である。 
各成果の達成に向けて明るい兆しがあるものの、PMU 側による活動のモニタリング体制

の確立や、モデルの内容や展開方法についての PMU 側の理解の深化には課題もみられる。

まず 4 つの成果のうち 2 つ（研修カリキュラムと教材作成、中核普及員の研修）は順調に推

移しており、指標から見た達成度は高い。成果 4 のパイロットサイトでの作物多様化モデル

の策定作業も順調に推移しており、5 つの指標の 2 つは達成済みとなるなど指標達成状況か

ら見ても、成果 4 の達成見込みは高いと思われる。しかしながら、プロジェクト目標の達成

には、灌漑用水の利用を前提とした野菜栽培に関する普及活動を 5 県で展開することが必要

であり、そのためには、作物多様化モデルに含まれると思われるサイトごとの作物多様化計

画の策定とその達成状況のモニタリング体制が PMU に求められると同時に、現在策定中の

モデル開発の過程を理解したうえでモデルの展開ができる体制が必要である。 
プロジェクト目標の達成を阻害する可能性のある要因には、第一義的には円借款プロジェ

クトの灌漑施設建設の遅延が挙げられる。この他、PMU による作物多様化モデルの応用、

今後作成予定のサイトごとの作物多様化年次計画の策定とそのモニタリング体制の強化など

の課題がみられる。そのため、研修分野、パイロットサイトでのモデル構築の成果が達成さ

れる兆しはあるが、プロジェクト目標の達成には課題が残されている。 
 
4-3 効率性 
本プロジェクトの効率性は中程度と判断される。 

 
4-3-1 成果の達成度 

4 つの成果のうち、農業局の作物多様化推進事業計画の策定と実施能力の向上（成果 1）
は達成見込みに不明確な点もあるが活動は進捗している。研修カリュキュラムと教材の作成

（成果 2）、中核普及員向けの研修実施（成果 3）の進捗が順調であり、成果 4 のパイロット

サイトにおける活動も、灌漑施設の建設の完了に 3 カ月の遅延があったものの、灌漑完成後

の 1 年で野菜作付面積が増加し、複数の指標を達成していることから、全体として本プロジ

ェクト活動は順調に推移しており、この点では投入に見合った成果を達成しつつあると言え

る。 
ただし、成果 1 では農業局レベルの作物多様化計画の不在により、サブ・プロジェクトご

との作物多様化計画の策定に内容を変更して活動を進めており22、州レベルの職員向けの実

                                                                                                                                                     
第一優先地区（6 件）、第二優先地区（3 件）の土木工事完了：2014 年 3 月 
第二優先地区の残り（29 件）の土木工事完了：2014 年 9 月 30 日 
第三優先地区：2017 年 8 月 
21
 HP 州の野菜作付は年 2 回（雨期、乾期作）で、2014 年の雨期と乾期作、2015 年の雨期作の収穫時期に

本プロジェクトの終了を迎える。 
22
 中核普及員らに対する質問票調査の結果によると、灌漑建設の進んでいるハミルプールやビラスプールの
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施能力強化を図る段階にないこと、作物多様化に関する実施ガイドラインは、パイロットサ

イトにおける多様化推進モデルの試行結果をもとに作成することが前提であるため、プロジ

ェクトの後半にその活用が見込まれることなどから、農業局や州PMUの能力強化には至って

いない。パイロットサイトでのモデル策定の過程に州レベル職員が関わっていないこともあ

り、本プロジェクトの肝である作物多様化モデルの展開をけん引すべき担当者の明確化など

を要する。従って、全ての成果達成には農業局や州PMUが本プロジェクトで策定するモデル

の策定過程を学び、応用するための努力が必要である。 
 
4-3-2 投入 
 日本側の専門家人材の投入は、量的にも投入のタイミングとしても概ね適切に行われた。

活動経費も適切に支払われている他、コンピューターやプリンター等の事務機器の調達は計

画どおり行われ、これらの機材は特に問題もなく使用されている。 
パイロットサイトのラルリ地区（成果 4）における灌漑建設は、開始前に住民向け説明会

を行ったにもかかわらず、建設段階に用地の所有者らからの苦情への対応を迫られたこと、

下請け建築業者の能力不足等により、工事契約より 3 カ月程度遅延した。工事完了までの時

間がかかったこと、野菜栽培を 1 シーズン逃す結果となった点は成果の達成に大きく影響し

なかったが23、時間的予算的な負担が増えたことから、プロジェクトの効率を下げるもので

ある。従って、総合的にみて効率性は中程度と判断する。 
 ラルリ地区での野菜栽培には、担当する中核普及職員の経験不足がみられたが、専門家が

細やかな指導を行うことで、成果達成への影響は発生しなかった。 
 インド側の投入では、人材面では R/D に記載された 12 人のうち、中間レビュー時点で 5
人の州レベルの C/P が配属された。しかし、技術移転対象の C/P としてではなく、本プロジ

ェクトの管理委員会のメンバーとして日本人専門家との連絡調整、プロジェクトの進捗管理

の確認などを担当している。モニタリング等は PMU の業務にも含まれることではあるが、

実施状況に不明確な点もある。今後は PMU との調整を通じて、現場活動のモニタリング、

特に質的な面のモニタリング体制の整備を進める必要がある。予算措置の側面では、本プロ

ジェクトに対する経費等の金銭的な負担は行われていない。この他、州都シムラの農業局内

のプロジェクト事務所など施設の提供と、事務所の電気・水道代等運営費を負担している。 
 
4-4 インパクト 
 現時点において、上位目標の達成など明確な正のインパクトの発現は確認されていない。

パイロットサイトの灌漑施設建設では、建設用地の土地所有者 1 人が訴え土地の提供に関し

て裁判が継続しており、現在プロジェクトが対応中で農業局も経過のモニタリングを行って

いる。 
 
4-4-1 上位目標達成の見込み 
 HP 州での作物多様化の促進という上位目標は、現時点で達成見込みは確認されていない。

プロジェクト目標にある作物多様化を促進するメカニズムが整備されていないので、対象地

域で作物多様化を進める段階に至っていないと理解される。指標については野菜栽培への転

換割合の具体的な数値がないため、中間レビューで 20％の目標値を設定するよう提案する。 

                                                                                                                                                     
ブロックレベルでは職員数の不足を指摘する回答が 4 人から寄せられた。年 2 回の野菜栽培時期前後は、作物

多様化計画の策定等を含む普及活動の進捗に影響が出る可能性もあり、今後現場レベルでの灌漑建設の進捗状

況と同様に、PMU が普及活動の進捗状況を適切にモニタリングする必要がある。 
23
 野菜栽培農家数等は過去 2 回の栽培で増加しつつあり、作付けの種類等が増えているため。 
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4-4-2 正負のインパクト 
 プロジェクト活動による明確な正の社会的経済的なインパクトは確認されていない。負の

インパクトとして、ラルリ地区パイロットサイトでは、灌漑施設建設用地の所有者 1 人が土

地の提供に合意せず、裁判に発展し現在も裁判所による聞き取りが続いている。本プロジェ

クトでは、灌漑施設建設計画についての住民向け説明会を実施し、灌漑施設建設の目的やサ

イトプラン、建築スケジュールなどの説明を行った。農業局職員によると、HP 州では住民

に灌漑施設建設の目的を説明したうえで、用地の提供を求める手順となっており、ラルリ地

区についても同様に用地取得を行ったとのことである。農業局長によると、用地取得手続き

には問題がなく、土地所有者との問題は PMU がその解決を図るとのことである。従って、

裁判の状況等は引き続きモニタリングが行われる見込みであり、問題に対する対応は適切に

行われている。 
 
4-5 持続性 
 本プロジェクトの効果が持続する見込みは中程度である。 
 
4-5-1 政策的側面 
今後も大きな政策的な変更は見込まれていないこと、インド政府の第 12 次 5 カ年計画、

HP 州の第 12 次 5 カ年計画は 2017 年までであること、作物多様化は HP 州 5 カ年計画におい

て今期の目標として扱われており、政策的な持続性は高いと判断される。 
 
4-5-2 組織的・財政的側面 
組織面では、円借款プロジェクトの州・県・ブロックレベルの PMU が組織され、そのう

ち中核普及職員に対する能力強化やパイロットサイトにおけるモデル策定作業に取り組んで

いるが、PMU は農業局からの出向職員と外部雇用人材が約半数ずつで構成されている。農

業局自体は、今後も作物多様化を促進の担当部局であることに異論をはさむ余地はないが、

PMU の外部雇用人材が円借款事業終了後に農業局職員となる確証はなく、従って、現時点

において組織的な持続性は高いとは言えない。 
州レベルの農業局職員と州 PMU に在籍する職員が C/P であるものの、日本人専門家と共

に活動を行う体制にはない。そのため、各活動の技術移転対象とはなっておらず、プロジェ

クトの効果を維持する仕組みや、責任の所在が不明確である。プロジェクト終了後にもプロ

ジェクトの効果の持続性を担保するため、本プロジェクトの技術や活動実施方法などソフト

面の成果を州・県・ブロックレベルの PMUがどう引き継ぐのか、とりわけ州 PMU や農業局

の役割を明確にする必要がある。 
財政面では、HP 側から本プロジェクトに対して直接的な予算措置はない。しかしながら、

農業局職員によると、本プロジェクトが実施している中核普及員向け研修と類似する研修は、

州内の農業研修機関等が年 2 回程度実施していて、HP 州政府からの人材育成に関する補助

金等の予算措置があるとのことで、研修の実施に関する財政面の持続性はあると判断される。

農家向けの普及活動は円借款プロジェクトの負担事項となっている。 
 
4-5-3 技術的側面 
 本プロジェクトの州レベル C/P が技術移転の対象ではなく、中核普及員向けの研修は研修

講師と研修教材の作成を外部人材に頼り、パイロットサイトでの作物多様化モデル作りを日

本人専門家とプロジェクトスタッフが、担当のブロックレベルの中核普及員を直接指導しな

がら実施していることから、技術面の持続性を担保する仕組みは脆弱である。中核普及員の
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約半数は外部雇用であることに鑑みて、研修カリキュラムや教材の改訂、研修講師群の育成

など、農業局出向職員を中心とした指導者レベル職員の育成を検討する必要がある。 
 作物多様化モデルを HP 州内のサブ・プロジェクト地区に展開するためには、モデルの構

築プロセスや、各活動の実施方法等を州・県・ブロックレベルの PMU が有機的に吸収する

仕組みが必要である。パイロットサイトへ訪問し、パイロットサイトのデモ農家や SHG 等

とのやり取りができる機会を増やすなどの対応が考えられる。 
 
4-6 結論 
上述のとおり、本プロジェクトは期待される成果の一部を達成している。特に、研修システム

やパイロットサイトにおける活動は、作物多様化のモデル確立に向けて明るい兆しを見せてお

り、本プロジェクトは成果達成に向けて順調に進捗している。しかし、本プロジェクトの組織

体制には改善の余地がある。具体的には、PMU や円借款プロジェクトとの調整により注力す

るとともに、本プロジェクトで得た知見・経験を PMU が組織として吸収・定着させるための

より体系的なメカニズムを確立する必要がある。こうした取り組みを行うことで、本プロジェ

クト終了までには、期待される成果及びプロジェクト目標を達成することが可能になると考え

られる。  
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第 5 章 提言 
上記の内容を踏まえ、調査団からは、PDM の改訂および今後のプロジェクト運営に関し以

下の内容を提言した。 
• 専門家と C/P との間で月例ミーティングを正式に開催して、情報交換を行う。 
• Annual Plan of Diversification Plan の構築、実施、モニタリング、評価のメカニズムが現

時点で存在しないため今後専門家と C/P とで協力して作り上げる。 
• 作物多様化ガイドラインを州政府により正式に承認・通知する。 
• C/P の中で Master Trainer を特定し、研修に継続して参加させる。Master Trainer は農業

局からの出向者の中から特定する。 
• Community Motivator は必要な業務を遂行するのに十分な経験と能力をもつ人を選定す

る。 
• 「作物多様化モデル」の構成要素と内容について C/P と専門家で特定する。 
• SHG の持続可能性を担保するため、簡単なビジネスプランの作成に専門家がサポート

をする。 
• 専門家が実施する研修の中で、低価格の保存技術について追加することを検討する 
• 実施中の 2 箇所の円借款のプロジェクトサイトの経験を活かして、C/P の作物多様化計

画の作成に専門家がサポートする必要がある。作物多様化計画は灌漑施設建設時にサ

ブ・プロジェクトごと作成する。 
• 円借款のサブ・プロジェクトの進捗およびニーズにあわせて、柔軟に研修計画を設定

する。 
• 既存の詳細事業計画（Detail Project Reports）は土木工事に焦点が当てられているが、

作物多様化計画も土木工事の計画時点で同時に作成する。 
• サブ・プロジェクト地域の啓蒙活動のために、円借款では information, Education, and 

Communication のコンポーネントがある。C/P と円借款コンサルタントは専門家のラル

リでの経験をもとに本活動を実施する。 
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